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  る競争入札参加資格審査申請書（本競争入札参加のための申請である旨を明示するこ 
  と。）に必要書類を添付し、(2) の場所に持参又は郵送により提出すること。 
 (2)  競争入札参加資格審査申請書の入手先及び提出場所並びに申請に関する問合せ先 
   熊本県出納局管理調達課管理班 
   郵便番号 ８６２－８５７０ 熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 
   電話番号 ０９６－３３３－２５８１ 
 (3)  競争入札参加資格審査申請書の受付期間   
   公告の日から令和５年（２０２３年）１０月２６日（木）午後５時までとする。た 
  だし、受付期間終了後も入札日時まで随時受け付けるが、この場合には、資格審査が 
  入札に間に合わないことがある。 
 (4)  競争入札参加資格審査結果の通知 
   資格審査の結果は、資格審査結果通知書により通知する。 
 (5)  入札参加資格の有効期間 
   入札参加資格の有効期間は、資格審査の結果を通知した日から令和８年（２０２６ 
  年）３月３１日までとする。 
 (6)  有効期間の更新手続 
   (5) の有効期間の更新を希望する者に対しては、要綱に基づく競争入札参加資格審 
  査申請の受付を令和７年（２０２５年）９月１日から令和７年（２０２５年）１０月 
  ３１日（熊本県の休日を定める条例（平成元年熊本県条例第１０号）第１条第１項各 
  号に掲げる日を除く。）まで行う。 

 
 
熊本県告示第７４５号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  令和５年（２０２３年）１０月１０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県上益城郡御船町大字田代字古閑屋敷４９２８番１ 
 ・４９３１番・４９３９番２（以上３筆について次の図に示す部分に限る。）、４９３ 
 ２番２ 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 (1) 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字古閑屋敷４９３１番（次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 (2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林局森林保全課及び熊本県県央広域本部上益城地域振興局並びに御船町役場に備え置 
いて縦覧に供する。）  

 
 
熊本県告示第７４６号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  令和５年（２０２３年）１０月１０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県山鹿市鹿北町多久字本多久１８８７番１（次の図 
 に示す部分に限る。）、１８８７番３ 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 (1) 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字本多久１８８７番３（次の図に示す部分に限る。）、１８８７番１ 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 (2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林局森林保全課及び熊本県県北広域本部並びに山鹿市役所に備え置いて縦覧に供する｡)  

 
 
熊本県告示第７４７号 
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 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  令和５年（２０２３年）１０月１０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県山鹿市鹿北町多久字外野３６２０番１１３から３ 
 ６２０番１１５まで、３６２０番１３０ 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 (1) 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字外野３６２０番１１３から３６２０番１１５まで・３６２０番１３０（以上４ 
   筆について次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 (2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林局森林保全課及び熊本県県北広域本部並びに山鹿市役所に備え置いて縦覧に供する｡)  

 
 
熊本県告示第７４８号 
  社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第４８条の３第１項の規定に
より登録喀痰吸引等事業者の登録を行ったので、同法第４８条の８の規定により次のとお
り公示する。 
  令和５年（２０２３年）１０月１０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

事業者の名称 

及び住所 

事業所の名称 

及び所在地 
登録番号 登録年月日 

サービスの

種類 

医療法人社団新

晃会 

人吉市瓦屋町１

１２１番地の６ 

介護老人保健施

設 タンポポ 

人吉市下漆田町

字後平１５３８

番地 

４３１１００２０６ 令和５年（２０

２３年）９月２

８日 

介護老人保

健施設 

 
 
熊本県告示第７４９号 
  社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第４８条の３第１項の規定に
より登録喀痰吸引等事業者の登録を行ったので、同法第４８条の８の規定により次のとお
り公示する。 
  令和５年（２０２３年）１０月１０日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

事業者の名称 

及び住所 

事業所の名称 

及び所在地 
登録番号 登録年月日 

サービスの

種類 

医療法人社団新

晃会 

人吉市瓦屋町１

１２１番地の６ 

介護老人保健施

設 タンポポ 

人吉市下漆田町

字後平１５３８

番地 

４３１１００２０７ 令和５年（２０

２３年）９月２

８日 

短期入所療

養介護 

 
 
熊本県告示第７５０号 
  社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第４８条の３第１項の規定に
より登録喀痰吸引等事業者の登録を行ったので、同法第４８条の８の規定により次のとお
り公示する。 
  令和５年（２０２３年）１０月１０日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
 

事業者の名称 

及び住所 

事業所の名称 

及び所在地 
登録番号 登録年月日 

サービスの

種類 

医療法人社団新

晃会 

介護老人保健施

設 タンポポ 

４３１１００２０８ 令和５年（２０

２３年）９月２ 

通所リハビ

リテーショ
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人吉市瓦屋町１

１２１番地の６ 

熊本県人吉市下

漆田町字後平１

５３８番地 

 ８日 ン 

 
 
熊本県告示第７５１号 
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２
３号）第５４条第２項の規定により指定自立支援医療機関として次のとおり指定したので、
同法第６９条の規定により公示する。 
  令和５年（２０２３年）１０月１０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
 （精神通院医療）                                

指定自立支援医療機関の名称及び所在地 指定年月日 

新生堂薬局 光の森店 

菊池郡菊陽町光の森三丁目１２－５ 

令和５年（２０２３年）１０月

１日 

訪問看護ステーションのぞみ 

球磨郡錦町大字西字大王原２３９番地３ 

令和５年（２０２３年）１０月

１日 
 

 
熊本県告示第７５２号 
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２
３号）第５４条第２項の規定により指定自立支援医療機関として次のとおり指定したので、
同法第６９条の規定により公示する。 
  令和５年（２０２３年）１０月１０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
 （精神通院医療）                                

指定自立支援医療機関の名称及び所在地 指定更新年月日 

ひとよし内科 

人吉市七地町２８番地１ 

令和５年（２０２３年）１０ 

月１日 

エーピー薬局 

天草市亀場町亀川１６９３番地２ 

令和５年（２０２３年）１０ 

月１日 

きりん薬局松坂店 

山鹿市山鹿１０８７番地３ 

令和５年（２０２３年）１０ 

月１日 

水の里調剤薬局 

上益城郡山都町城平８４５番地１ 

令和５年（２０２３年）１０ 

月１日 

クスノキ薬局にしき町店 

八代市錦町１３番地１ 

令和５年（２０２３年）１０ 

月１日 
 
 
 
 
 
熊本県公告第６２７号 
 一般競争入札に付するので地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め
る政令（平成７年政令第３７２号）第６条の規定により次のとおり公告する。 
  令和５年（２０２３年）１０月１０日 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 競争入札に付する事項 
 (1)  業務の名称 
   益城中央被災市街地復興土地区画整理事業に係る仮設店舗賃貸借業務 
 (2)  業務に係る発注・契約担当部局 

熊本県土木部道路都市局都市計画課人吉・益城復興推進室（熊本県庁行政棟本館１
１階） 

   郵便番号 ８６２－８５７０ 熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 
 (3)  業務に係る入札担当部局 
   熊本県出納局管理調達課調達班（熊本県庁行政棟本館２階） 
   郵便番号 ８６２－８５７０ 熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 
 (4)  業務の内容 

益城中央被災市街地復興土地区画整理事業に係る仮設店舗賃貸借業務仕様書（以下
「仕様書」という。）による。 

 (5)  委託期間 

 公  告 
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   契約締結の日から令和１０年（２０２８年）３月３１日（金）まで 
 (6)  履行場所 
   熊本県上益城郡益城町大字宮園字辻７１８番４ 
 (7)  入札方式（紙入札併用案件） 

この入札は、電子入札システムを使用して行う電子入札対象案件であるが、紙入札
による入札ができる。ただし、電子入札システムの利用者登録を既に行っている者に
ついては、公告後、次のアからウまでのいずれかに該当し、かつ、４(3) アの電子入
札システムによる入札期間内に熊本県に熊本県電子入札システム紙入札移行承認願を
提出し、熊本県の承認を受けた者を除き、紙入札による入札はできない。 
ア 入札参加者側のシステム障害により電子入札の続行が不可能と認められる者 
イ 登録してある電子入札用電子証明書（以下「ＩＣカード」という。）が失効、閉

塞、破損等で使用できなくなり、ＩＣカードの再取得を準備している者 
ウ 名称、住所、代表者等の変更によりＩＣカードの再取得を準備している者 

 (8)  入札金額 
入札金額は、本業務に要する費用の総額とする。落札決定に当たっては、入札金額

に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端
数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者
は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、
見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額により入札すること。 

(9)  仕様書に特段の定めがない事項については、熊本県競争契約入札心得（昭和３９
年熊本県告示第４２０号）の規定を準用し、及び熊本県電子入札（物品調達・業務委
託等）運用基準の規定を適用する。 

 (10) 低制限価格の設定 
この入札は、 低制限価格を設けない。 

２ 入札参加者の必要な資格に関する事項 
  次の(1) から(4) までに定める条件の全てを満たす者であること。 

(1)  物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱（ 
 平成１８年熊本県告示第５２１号）による審査の上、入札参加資格を有すると決定さ

れた者のうち業務区分が「委託」で、業種が「リース・レンタル」に登録されている
者であること。 

なお、入札参加資格を有していない場合は、次のアからエまでのとおり競争入札参
加資格審査申請を受け付ける。また、入札参加資格を有している場合で、本入札に参
加するために登録内容の変更が必要なときは、入札参加資格申請内容変更届を次のア
の受付期間以降も随時受け付けるが、３(3) の提出期間の末日までに登録内容の変更
が間に合わない場合がある。 
ア 競争入札参加資格審査申請書（入札参加資格申請内容変更届を含む。）の受付期

間 
    公告の日から令和５年（２０２３年）１０月２６日（木）午後５時まで 
  イ 競争入札参加資格審査申請書の提出先 
    熊本県出納局管理調達課管理班（熊本県庁行政棟本館２階） 
    郵便番号 ８６２－８５７０ 熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 
  ウ 競争入札参加資格審査申請書等の様式、手引等 
    熊本県庁ホームページの管理調達課ページからダウンロードすること。 
  エ 提出の方法 

イの提出先へ本公告の写しを添付の上、持参し、又は郵送するものとする。郵送
する場合は、アの受付期間内に必着とする。 

(2)  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の
申立てを行った者又は申立てをなされた者にあっては、裁判所から当該申立てに係る
更生計画認可の決定を受けていること。 

(3)  民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の
申立てを行った者又は申立てをなされた者にあっては、裁判所から当該申立てに係る
再生計画認可の決定を受けていること。 

(4)  熊本県物品購入等及び業務委託等契約に係る指名停止等の措置要領（平成１４年
熊本県告示第８１１号）第２条第１項の規定による指名停止の期間中でないこと。 

３ 入札参加のための確認申請 
 (1)  提出書類 

この入札に参加を希望する者は、２(2) 及び(3) に定める条件の全てを満たす者で
あることの確認を受けるため、競争入札参加資格確認申請書を提出すること。 

 (2)  提出方法 
電子入札システムにより入札する場合は、(1) に掲げる書類をＰＤＦ形式で電子入

札システムにより提出すること。 
なお、入札及び熊本県との契約の締結権限のない者のＩＣカードを使用して提出さ 

れた競争入札参加資格確認申請は、無効とする。また、紙入札により入札する場合は、 
(1) に掲げる書類を書面で(3) の提出期間内（必着）に郵送（書留郵便に限る。）又
は持参により提出すること。 

 (3)  提出期間 
公告の日から令和５年（２０２３年）１１月９日（木）午後５時まで 

 (4)  提出先 
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   １(3) の入札担当部局 
 (5)  確認結果の通知 

電子入札システムでの提出があった場合は電子入札システムにより、書面での提出
があった場合は競争入札参加資格確認結果通知書により通知する。 

４ 入札手続等 
 (1)  入札仕様等に対する質問の受付期間 

１(2) の発注・契約担当部局において公告の日から令和５年（２０２３年）１１月
９日（木）午後５時まで受け付ける。 

(2)  仕様書及び入札に関する質問に対する回答の閲覧並びに入札書等の様式及び入札
説明書の取得 

入札情報公開サービスシステム及び１(2) の発注・契約担当部局において公告の日
から令和５年（２０２３年）１１月２１日（火）まで行う。 

 (3)  入札の方法 
  ア 電子入札システムによる入札の方法 

電子入札システムによる入札参加資格確認結果の通知を受けた日から令和５年（ 
２０２３年）１１月２０日（月）午後５時までに電子入札システムにより入札する
こと。 

  イ 紙入札による入札の方法 
   （ア）日時 令和５年（２０２３年）１１月２１日（火）午前１０時 
   （イ）場所 １(3) の入札担当部局 
   （ウ）入札書の提出方法 

 くじ番号を記載した入札書（代理人が入札するときは、くじ番号を記載した入
札書及び委任状）を（ア）の日時に（イ）の場所へ持参し、提出すること。ただ
し、郵送により提出を行うときは、令和５年（２０２３年）１１月２０日（月）
（必着）までに１(3) の入札担当部局へ書留郵便で送付することとする。当該送
付においては、封筒は、二重封筒で表封筒に「入札書在中」及び「親展」と朱書
するとともに、中封筒の表に１(1) の業務の名称及び開札日時を朱書し、中封筒
の中に入札書を入れること。再入札を想定する場合には、別の中封筒の表に「再
入札」と朱書した上で、１(1) の業務の名称を朱書し、中封筒の中に再入札書を
入れること。 

 (4)  開札の方法及び日時等 
開札は、電子入札システムにおいて(3) イ（ア）の日時に行う。ただし、紙入札に

よる入札をした者がいる場合は、当該入札に参加した者又はその代理人の立会い（郵
送により入札書を提出した場合等これらの者が立ち会えない場合は、当該入札の執行 
事務に関係のない熊本県の職員）の下に(3) イ（イ）の場所で開札を行うものとする。 

 (5)  入札の回数及び再入札の日時等 
入札回数は、２回までとする。１回目の開札後に落札者が決定しない場合は、再入

札を行うものとする。原則として再入札は、開札時刻の１時間後に設定するので、電
子入札システムで入札を行った者は、電子入札システムにおいて再入札の通知を受け
取ったときから再入札通知書に掲げる日時までに再入札を行うこと。 

なお、再入札の受付締切日時までに再入札を行わなかった者及び書面により入札書
を郵送した者で再入札書の提出がなかったものは、再入札を辞退したものとみなす。 

 (6)  入札の無効 
次のアからオまでのいずれかに該当する入札は、無効とし、既に行った入札の引換

え、変更及び取消しをすることはできない。また、落札者が無効の入札を行ったこと
が判明した場合は、その落札の決定を取り消すものとする。 
ア 熊本県競争契約入札心得第８条各号（第３号を除く。）のいずれかに該当する入

札 
  イ 錯誤による入札であると入札執行者が認めた入札 

ウ 電子入札システムによる入札において入札金額等必要な事項が入力されていない
入札 

エ 電子入札システムによる入札において入札及び熊本県との契約の締結権限のない
者のＩＣカードを使用して行った入札 

  オ 紙入札による入札において入札書にくじ番号の記入がない入札 
 (7)  入札金額の錯誤 

入札参加者は、入札参加者が行った入札において、明らかに次のア及びイのいずれ
かに該当する入札であることが判明した場合は、直ちにその旨を１(3) の入札担当部
局に申し出るとともに入札金額錯誤届を提出すること。ただし、当該申出及び入札金
額錯誤届の提出は、４(3) アの電子入札システムによる入札期間内とする。 

１(3) の入札担当部局は、申出及び入札金額錯誤届の提出を行った者から、内容に
ついて事情聴取を行い、次のア及びイのいずれかに該当すると認められる場合は、当
該入札を無効とすることができる。 
ア 入札金額の総額と単価の取り違い 
イ 入札金額単位の誤り 

 (8)  入札の中止等 
入札に参加する者が連合し、又は不穏な行動をした場合等において、入札を公正に

執行することができないと認められるときは、当該入札の参加者を入札に参加させず、
又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 
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 (9)  落札者の決定方法 
開札後、熊本県会計規則（昭和６０年熊本県規則第１１号）第８９条の規定により

作成された予定価格の範囲内で 低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 
る。この場合において、落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、 
電子入札システムによる電子くじを実施し、落札者を決定する。 

 (10) 入札保証金 
   免除する。 
５ 契約について 
 (1)  契約書の作成の要否 
   要 
 (2)  契約の締結期限 

落札者の決定の日から起算して１０日（熊本県の休日を定める条例（平成元年熊本
県条例第１０号）第１条第１項各号に掲げる日の日数は、算入しない。）を経過した
日 

 (3)  落札者からの契約締結の申出期限 
落札者の決定の日から起算して５日（熊本県の休日を定める条例第１条第１項各号

に掲げる日の日数は、算入しない。）を経過した日 
 (4)  契約保証金 

契約をしようとする者は、次のア及びイのとおり、熊本県会計規則第７７条第１項
の規定により、契約金額の１００分の１０以上の金額を納付しなければならない。た
だし、契約保証金の納付は、同条第２項各号の規定する担保の提供をもって代えるこ
とができ、同規則第７８条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する
ことができる。 

  ア 納付期限 (3) の申出期限 
  イ 提出場所 １(2) の発注・契約担当部局 
６ その他 

(1)  入札、契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨と
する。 

(2)  この調達は、世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づく政府調達に関する協定の適用を受
ける。 

７ 問合せ 
 (1)  問合せ先 
  ア 入札の業務内容全般（仕様書、確認申請等）に関すること。 
    熊本県土木部道路都市局都市計画課人吉・益城復興推進室 
    電話番号 ０９６－３３３－２５２６ 
    ファックス番号 ０９６－３８７－１１５２ 
  イ 競争入札参加資格審査申請に関すること。 
    熊本県出納局管理調達課管理班 
    電話番号 ０９６－３３３－２５８１ 
    ファックス番号 ０９６－３８１－９０１０ 
  ウ 入札手続（紙入札移行承認等）に関すること。 
    熊本県出納局管理調達課調達班 
    電話番号 ０９６－３３３－２５８０ 
    ファックス番号 ０９６－３８１－９０１０ 
  エ 電子入札システムの操作方法に関すること。 
    くまもと県市町村電子入札コールセンター 
    電話番号 ０９６－３７３－２０３２ 
    ファックス番号 ０９６－３７０－５４５５ 
 (2)  受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで（熊本県の休日を定める条例第１条第１項
各号に掲げる日を除く。） 

８ Ｓｕｍｍａｒｙ 
 (1)  Name and Content of Consignment 
   Temporary store facilities leasing  
   (Mashiki Central Land Readjustment Project) 
 (2)  Date and Place for tender 
   Date：November 21st,2023,10:00 am 
   Place: Kumamoto Prefectural Government Treasury Bureau, 
   Management and Purchasing Division 
   (2nd floor of Prefectural Government Main Building)  
 (3)  Name of Department in Charge of Bidding Contract 
   City Planning Division, Road City Bureau, 
   Department of Civil Engineering 
   Kumamoto Prefectural Government 
   6-18-1 Suizenji, Chuo ku, Kumamoto City, Kumamoto Prefecture 
   862-8570, Japan 
   Phone: 096-333-2526 
 (4)  Other 
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熊本県公告第６２８号 
 農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４１条第１項の規定により、公益財団法人熊本
県農業公社から農地を利用する権利の設定に関し、裁定の申請があったため、同条第２項
において読み替えて準用する同法第３８条第１項の規定により公告する。 
  令和５年（２０２３年）１０月１０日 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 申請に係る農地の所在等 

所在及び地番 地目 面積（㎡） 

 天草市有明町小島子字小平８８２番 畑   ４３１ 
 
２ 申請に係る農地の利用の現況 

当該農地について、耕作の事業に従事する者が不在となっている（農地法施行規則 
（昭和２７年農林省令第７９号）第７８条第１項第１号イに該当する。）。 

 
３ 申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細 

裁定手続き後に、公益財団法人熊本県農業公社から借受希望者に農地を貸し付ける。 
 
４ 希望する農地を利用する権利の始期及び存続期間並びに借賃に相当する補償金の額 

農地を利用する権利の始期 存続期間 借賃に相当する補償金の額（円）

令和６年（２０２４年）３月１日  １０年 １０，３４０円
 
５ 意見書の提出 
  申請に係る農地の所有者等は、知事に意見書を提出することができる。 
 (1) 提出期限 
   令和５年（２０２３年）１０月２４日 
 (2) 提出先 
   熊本県農林水産部生産経営局 農地・担い手支援課 
 (3) 記載事項 
  ア 意見書を提出する者の氏名及び住所 
  イ 意見書を提出する者の有する権利の種類及び内容 
  ウ 意見書を提出する者の当該農地の利用の状況及び利用計画 
  エ 意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由 
  オ 意見の趣旨及びその理由 
  カ その他参考となるべき事項 

 
 
熊本県公告第６２９号 
 熊本市南区に事務所を置く加勢川土地改良区の役員が次のとおり退任及び就任した旨の
届出があったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項の規定に
より公告する。 
  令和５年（２０２３年）１０月１０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

役職名   氏  名   住  所 

退任 

理事 

理事 

理事 

理事 

理事 

理事 

理事 

監事 

監事 

  

就任 

理事 

理事 

 

志柿 茂喜  

岡村 敏春  

本田 賢士  

深水 進  

栗崎 一憲  

森田 昇  

林田 敏治 

中川 敏行  

吉岡 優作 

 

 

志柿 茂喜  

岡村 敏春  

 

熊本市南区元三町２丁目６－３ 

熊本市南区元三町２丁目３－５５ 

熊本市南区元三町３丁目４－２４ 

熊本市南区元三町２丁目３－３１ 

熊本市南区元三町５丁目２－１ 

熊本市南区御幸木部町３丁目２０－５０ 

熊本市南区御幸木部町３丁目１１－６４ 

熊本市南区御幸木部町３丁目９－４７ 

熊本市南区元三町３丁目２－４３ 

 

 

熊本市南区元三町２丁目６－３ 

熊本市南区元三町２丁目３－５５ 
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理事 本田 賢士 熊本市南区元三町３丁目４－２４ 

理事 

理事 

理事 

理事 

監事 

監事 

深水 進  

栗崎 一憲  

森田 昇  

中野 弘三  

中川 敏行  

吉岡 優作  

熊本市南区元三町２丁目３－３１ 

熊本市南区元三町５丁目２－１ 

熊本市南区御幸木部町３丁目２０－５０ 

熊本市南区御幸木部町３丁目７－２０ 

熊本市南区御幸木部町３丁目９－４７ 

熊本市南区元三町３丁目２－４３ 

 
 
熊本県公告第６３０号 
 林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１０条第３項の規定により同条第１項の生産
事業者として次のとおり登録したので、同法第１６条第１項の規定により公告する。 
  令和５年（２０２３年）１０月１０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
 

登録番号 生産事業者の氏名及び住所 生産事業の内容 事業所の名称及び所在地

熊本県熊本 

第２０８号 

永松義智 

熊本市中央区中央街３－１

１００３ 

種穂の採取、種穂

の精選、幼苗の育

成、幼苗以外の苗

木の育成 

生産事業者の氏名及び住所

に同じ 

 
 
熊本県公告第６３１号 
 林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１４条第１項の規定により次のとおり登録が
失効したので、同法第１６条第１項の規定により公告する。 
  令和５年（２０２３年）１０月１０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

登録番号 
生産事業者の氏名又は

名称及び住所 

生産事業の内容 

事業所の名称及び所在地
種穂 苗木 

採取 精選
幼苗の

育成 

幼苗以外の

苗木育成 

熊本県熊本

第１３号 

森下茂雄 

熊本市東区戸島町４０

３３ 

  ○ ○ 森下種苗園 

熊本市東区戸島町４０３

３ 

熊本県熊本

第１４１号

濱田安治 

熊本市南区城南町陣内

４３０－１ 

  ○ ○ 生産事業者の氏名及び住

所に同じ 

熊本県熊本

第１５４号

久米田義隆 

熊本市南区城南町陣内

１２１０ 

  ○ ○ 生産事業者の氏名及び住

所に同じ 

熊本県熊本

第１８３号

入山篤 

熊本市南区城南町沈目

１３０４ 

○  ○ ○ 生産事業者の氏名及び住

所に同じ 

 
 
熊本県公告第６３２号 
 県が設置する公の施設における指定管理者について、次のとおり募集する。 
  令和５年（２０２３年）１０月１０日 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の概要 
 (１) 名称 
    樋合漁港漁港利用調整施設（以下「利用調整施設」という。） 
 (２) 場所 
    熊本県上天草市松島町合津 
 (３) 施設の概要 

 漁港利用調整施設（防波堤３４２メートル、護岸８９３．１メートル、オーナー
バース１，７４１平方メートル、ビジターバース２８０メートル、泊地４５，００
０平方メートル、駐車場４４５平方メートル、臨港道路５６７メートル、植栽６，
３４８平方メートル、遊歩道５５７メートル、便所１棟、休憩所１棟、照明灯１８
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基等） 
２ 指定管理者が行う業務 
 (１) 利用調整施設の維持管理及び運営に関する業務 
 (２) 利用調整施設の使用の許可及び届出に関する業務 
 (３) その他利用調整施設設置の目的を達成するために必要な業務 
３ 指定管理者の指定の期間 
  令和６年（２０２４年）４月１日から令和１１年（２０２９年）３月３１日まで 
４ 管理に要する経費 

 利用調整施設の管理に要する経費は、利用料金収入及び県から支払う委託料によって
賄うこととする。このうち県が支払う委託料の額は、県が定める基準価格の範囲内で、
応募事業者から各年度の委託料の提案を求める。 

５ 参加資格 
  次の要件の全てを満たす法人その他の団体であること。 

(１) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな
いこと。 

(２) 県内に事業所を有すること。 
(３) 熊本県から指名停止措置又は熊本県と熊本県警察本部の間で締結した「指定管理

者からの暴力団の排除に関する合意書」に基づく排除措置を受けていないこと。 
(４) 労働者災害補償保険に加入していること。 
(５) 県税、法人税、消費税及び地方消費税等を滞納していないこと。 
(６) 会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続を行っていないこと。 

 また、手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があ
り、経営状態が著しく不健全である者でないこと。 

(７) 賃金不払に関する厚生労働省からの通報が熊本県知事に対してあり、当該状態が
継続している場合であって、明らかに指定管理者として不適当と認められる者でな
いこと。 

６ 募集要項の交付 
 (１) 交付期間 

 令和５年（２０２３年）１０月６日（金）から令和５年（２０２３年）１０月１
６日（月）まで 

 (２) 交付場所 
    熊本県農林水産部水産局漁港漁場整備課（県庁行政棟本館１０階） 
    郵便番号８６２－８５７０ 熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 
    電話番号０９６－３３３－２４６３ 
７ 申請の手続 
 (１) 提出書類 
    申請に当たっては、次の書類を提出すること。 

ア 指定管理者指定申請書 
イ 樋合漁港漁港利用調整施設指定管理者事業計画書及び収支予算書 
ウ 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類 
エ 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本又は登記事項証明書 
オ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、収支決算書その他

団体の財務状況を明らかにする書類 
カ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他団体の業務の

内容を明らかにする書類 
キ 労働者災害補償保険に加入していることを証する書類（従業員を雇用していない

事業者である場合は不要とする。） 
ク 納税証明書 

(ア) 法人税、消費税及び地方消費税について未納がないことの証明書 
(イ) 熊本県の県税（同県税が課税されていない者で県外に主たる事務所又は事業

所を有する者にあっては、主たる事務所又は事業所の所在地の都道府県税）に
ついて未納がないことの証明書 

ケ その他知事が必要と認める書類 
(ア) 県内事業所に係る従業員名簿 
(イ) グループで申請する場合は、グループ構成員表及び協定書（構成員の代表団

体、役割分担、代金請求・受領団体等を明らかにした書類） 
(ウ) 指定申請に係る誓約書 
(エ) 申立書 

 (２) 申請書の提出先 
    ６の（２）に同じ。 
 (３) 提出期間 

 令和５年（２０２３年）１０月１０日（火）から令和５年（２０２３年）１０月
１６日（月）までの日（県の休日を除く。）の午前８時３０分から午後５時までと
する。 

    郵送の場合は、書留郵便により 終日の午後５時までに必着とする。 
    電子メール及びファクシミリでの提出は受け付けない。 
 (４) 提出部数 
    正本１部、副本９部（副本については、写しで可） 
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８ 現地説明会 
 (１) 開催日時 
    令和５年（２０２３年）１０月１２日（木） 午前１０時から 
 (２) 集合場所 
    利用調整施設 駐車場入口 
 (３) その他 
    現地説明会への参加を希望する場合は、参加申込書をあらかじめ提出すること。 
９ 指定管理候補者の選定方法 

(１) 提出された申請書類により第１次審査（資格審査）を行う。 
(２) 第１次審査通過後、指定管理候補者選考委員会（以下「選考委員会」という。）

による第２次審査を行う。選考委員会においては、申請者に対して、申請書及び添
付書類の内容について説明を求め、各委員が審査及び採点を行う。 

(３) 選考委員会から、採点の集計結果に基づき、選定に当たっての意見が知事に報告
され、当該意見を踏まえて知事が指定管理候補者を選定する。 

１０ 無効又は失格 
   以下の事項に該当する場合は、無効又は失格となることがある。 
  ア 申請書の提出方法、提出先、提出期限等が守られなかったとき。 
  イ 申請書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。 
  ウ 申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき。 
  エ 申請書に虚偽の内容が記載されているとき。 

オ その他選考委員会での協議の結果、審査を行うに当たって不適当と認められると
き。 

１１ その他 
(１) 提出書類は、返却しない。 
(２) 提出書類は、必要に応じ複写する。ただし、使用は、県庁内及び選考委員会での

検討のために限る。 
(３) 提出書類は、熊本県情報公開条例に基づく開示の請求により開示することがある。 
 

 
熊本県公告第６３３号 
 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１項の規定により、県営乙ヶ
瀬地区（乙ヶ瀬換地区）土地改良事業（区画整理）施行に係る換地計画を定めたので、当
該換地計画書の写しを次のとおり縦覧に供する。 
 利害関係人で不服のある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日以内に審査
請求をすることができる。 
  令和５年（２０２３年）１０月１０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
 
１ 縦覧の期間 令和５年（２０２３年）１０月１１日から 
        令和５年（２０２３年）１１月 ８日まで  
２ 縦覧の場所 南阿蘇村役場 
３ 縦覧に供する書類の名称 

(1)  換地設計書 
(2)  各筆換地明細書 
(3)  清算金明細書 
(4)  換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細書 

 
 
 
 
 
熊本県公共事業再評価監視委員会公告第３号 
 令和５年度（２０２３年度）第４回熊本県公共事業再評価監視委員会を次のとおり開催
します。 
 なお、当該委員会の傍聴手続は、次のとおりです。 
  令和５年（２０２３年）１０月１０日 

熊本県公共事業再評価監視委員会 
１ 開催日時 
   令和５年（２０２３年）１０月１９日（木） 
   午後１時１０分から午後５時１０分まで 
２ 開催場所 
   熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 
   熊本県庁行政棟本館 ５階 審議会室 
３ 議事 
   令和５年度（２０２３年度）公共事業再評価対象事業について（詳細審議等） 
４ 傍聴者の定員 
   １０人 
５ 傍聴手続 

 登載依頼 
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  （１） 傍聴希望者は当該会議の会場において受付をしたうえで、係員の指示に従い、 
     会場に入ることができます。なお傍聴の受付は、原則、開催予定時刻の３０分 
     前から開始し、１０分前で終了します。 
  （２） 傍聴の手続は先着順で行いますので、定員になり次第受付を終了します。 
６ 問合せ先 
   熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 
   熊本県公共事業再評価監視委員会事務局（熊本県農林水産部技術管理課） 
   電話０９６－３３３－２４６７ 

 
 
芦北地域保健医療推進協議会救急医療専門部会公告第１号 
 令和５年度（２０２３年度）芦北地域保健医療推進協議会救急医療専門部会を、次のと
おり開催する。 
 なお、当該会議の傍聴手続は、次のとおりとする。 
  令和５年（２０２３年）１０月１０日 

芦北地域保健医療推進協議会救急医療専門部会長 
 
１ 開催日時 
  令和５年（２０２３年）１０月２６日（木）午後３時から午後４時まで 
２ 開催場所 
  熊本県水俣市八幡町三丁目２番７号 
  熊本県水俣保健所 ２階 会議室 
３ 議題 
 （１）第８次熊本県保健医療計画（芦北圏域）における救急医療項目（案）について 
 （２）救急活動概況及び救急医療に関する取組状況について 
 （３）その他 
４ 傍聴者の定員 
  １０人 
５ 傍聴手続 
 （１）傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において受付の上、 
   事務局の指示に従い、会場に入ることができる。 
 （２）傍聴の手続は、先着順に行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ先 
  熊本県水俣市八幡町三丁目２番７号 
  熊本県芦北地域保健医療推進協議会救急医療専門部会事務局 
 （熊本県水俣保健所総務企画課） 
 （電話０９６６－６３－４１０４） 

 
 
熊本県エイズ対策会議公告第１号 
 令和５年度（２０２３年度）熊本県エイズ対策会議を、次のとおり開催する。 
 なお、当該会議の傍聴手続は、次のとおり。 
  令和５年（２０２３年）１０月１０日 
                         熊本県エイズ対策会議      
                          座長  松 下 修 三    
１ 開催日時 
  令和５年（２０２３年）１１月１４日（火） 
  午後６時３０分から午後８時まで 
２ 開催場所 
  熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県庁防災センター ３階３０６会議室 
３ 議題 
  （１）エイズ患者等の発生状況について 
  （２）熊本県におけるエイズ対策について 
  （３）第８次保健医療計画について 
  （４）意見交換 
４ 傍聴者の定員 
  ５人 
５ 傍聴手続 
 （１）傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において、会議の座 
   長の許可を得た上で、会議の会場に入ることができる。 
 （２）傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ先 
  熊本県熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県健康福祉部健康危機管理課感染症対策第二班 
  （電話０９６－３３３－２２４０） 
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熊本県警察本部公告第９３号 
 特定調達契約につき一般競争入札により落札者を決定したので、地方公共団体の物品等
又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号。以下「特例政令」
という。）第１２条及び熊本県物品等又は特定役務の調達手続に関する規則（平成７年熊
本県規則第５１号）第１１条第１項の規定により次のとおり公告する。 
  令和５年（２０２３年）１０月１０日 
                      熊本県警察本部長 宮 内 彰 久   
１ 落札に係る物品等の名称及び数量 
  令和５年度（２０２３年度）熊本県警察許可等事務管理システム構築業務委託    
  一式 
２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 
  熊本県熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県警察本部生活安全部生活環境課 
３ 落札者を決定した日 
  令和５年（２０２３年）８月３１日 
４ 落札者の氏名及び住所 
  福岡県福岡市中央区天神二丁目１３番７号 
  株式会社コア 九州カンパニー 
５ 落札金額 
  ７５，７９０，０００円 
６ 契約の相手方を決定した手続 
  一般競争入札 
７ 特例政令第６条に規定する公告を行った日 
  令和５年（２０２３年）７月２１日 

 
 
球磨地域保健医療推進協議会公告第２号 
 令和５年度（２０２３年度）第１回球磨地域保健医療推進協議会の会議を、次のとおり
開催する。 
  令和５年（２０２３年）１０月１０日 
                        球磨地域保健医療推進協議会    
１ 開催日時 
  令和５年（２０２３年）１０月１６日（月）午後１時３０分から午後３時３０分まで 
２ 開催場所 
  球磨郡錦町木上西２－１０７ 
  錦町立人吉海軍航空基地資料館 多目的ホール 
  （山の中の海軍の町 にしき ひみつ基地ミュージアム） 
３ 議題 
 （１）第８次熊本県保健医療計画圏域編（球磨保健医療圏）の策定について 
 （２）その他 
４ 傍聴者の定員 
  １０人 
５ 傍聴手続 
 （１）傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において受付の上、 
   事務局の指示に従い、会場に入ることができる。 
 （２）傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６ 問合せ先 
  人吉市西間下町８６番１号 
  球磨地域保健医療推進協議会事務局（熊本県人吉保健所総務福祉課内） 
  （電話０９６６－２２－１０４０） 




